
（R5.4.27時点）

質　　　問 回　　　答

1

仕様書Ⅱの３業務の目的と内容の(1)資料の作成において、部会への出席
は、業務内容に含まるのでしょうか。含まれない場合、業務で作成される会
議録にて確認すると考えてよろしいでしょうか。また、会議の傍聴を希望す
ることは可能でしょうか。

部会への出席は必須の業務内容としておらず、別途の委託契約であるが
ん対策部会運営補助業務の業務として作成される会議録（作成手順につ
いては※参照のこと）を基に各調査結果と分析を実施いただきます。会議
の傍聴は可能です。
※会議開催日翌日から数日以内に速報版会議録、確定版は出席委員に
内容の確認を求めた後、会議開催から３週間以内にそれぞれ作成される
予定です。
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（仮称）第２次札幌市がん対策推進プラン策定のための調査分析・策定支援業務に係る質問・回答


